
別記様式第３号（第８条関係） 

 

質疑応答書  

令和７年７月１１日  

 

入札件名 令和７年度導入ノートＰＣリース契約 

 

質 問 事 項 回 答 

・納期遅延が発生した場合および納入物件に

瑕疵があった場合は受注者責任との理解で

よろしかったでしょうか。 

 

 

・リース期間満了後、データ消去作業が発生

する場合は、リース会社負担ではなく、佐野

市様にてご負担およびご対応頂くという理

解で問題ありませんでしょうか。 

 

・データ消去作業を賃借人が行う場合、物件

引き揚げ後にリース会社倉庫での実施でも

問題ないでしょうか。 

 

・満了後の物件撤去に際しては、お客様にて

事前に施設毎に１箇所に纏めて頂いたもの

をリース会社が引き揚げるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

 

・動産総合保険は経過年月と共に受取額が逓

減する通常の動産総合保険の付保でよろし

かったでしょうか。 

・二者間契約の場合はご認識の通りです。 

ただし、三者間契約の場合、佐野市賃貸借契

約約款（長期継続契約・３者）規定に基づき、

賃貸人又は受注者の責任となります。 

 

・ご認識の通りです。 

 

 

 

 

・賃借人様によるデータ消去作業はありませ

ん。 

 

 

・ご認識の通りです。 

 

 

 

 

・ご認識の通りです。 

 

 



 

・仕様書６ 規格等 メモリ 

 メーカー純正となっておりますが、現在納

期がひっ迫しており、純正製品での出荷が停

止となっております。動作確認のとれている

サードパーティ品でもよろしいでしょうか。 

 

·納期期限(履行期間開始)につきまして、経

済情勢の変動、天災地変などその他の事情に

より納期変助の場合がございます。その際は

ご了承いただけますでしょうか。 

 

 

·作業場所、作業期間は別途指示するものと

すると仕様書に記載しておりますが、作業工

期の目安と想定、作業場所の広さをご教授い

ただけないでしょうか。 

 

・納品につきましてはー括納品でしょうか。 

 

・メーカー純正と同等品以上であればサード

パーティ品でも問題ありません。 

 

 

 

 

・納期期限は仕様書の通りです。 

ただし、佐野市の賃貸借契約約款（長期継続

契約・２者）又は（長期継続契約・３者）の

第７条２項に該当する場合は、認める場合が

あります。 

 

・作業期間の目安は概ね４週間以内、作業場

所の広さは概ね 15㎡となります。 

 

 

 

・一括納品に限りません。 

 

（注） 

   ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。 



別記様式第３号（第８条関係） 

 

質疑応答書  

令和７年７月１１日  

 

入札件名 令和７年度導入ノートＰＣリース契約 

 

質 問 事 項 回 答 

・本件契約には「保守業務」は含まないもの

と認識してよろしいでしょうか。 

 

・本件「リース満了後は、リース会社の負担

で機器類の引き取りを行うこと」とあります

が、または契約期間途中で解約等になった場

合には、貴市で当該物件の離線を実施のうえ

取り外し、１か所に取りまとめておいて頂け

るものと認識してよろしいでしょうか。 

 

・本件契約は「翌年度以降において落札者に

支払うべき予算が減額又は削除されたとき

は、契約を変更又は解除する場合がありま

す。」とありますが、①その場合、発生する

損害について貴市へ請求できるものと認識

してよろしいでしょうか。また、②貴市にお

いて過去、このような事案が生じた事例はあ

りますでしょうか。 

 

・「賃借人はリース期間中、賃貸人を保険契

約者とする動産総合保険又は当該物件に該

当する保険契約を賃貸人の選定する損害保

・ご認識の通りです。 

 

 

・ご認識の通りです。 

 

 

 

 

 

 

・市の責めにより損害が生じた場合には、本

市の契約約款に基づき、損害賠償等について

協議いたします。 

また、過去すべての事例については把握して

おりませんが、近年における同種リース契約

においては、中途解約の事例はありません。 

 

 

 

・ご認識の通りです。 

 

 



険会社と締結し、この契約の相続期間中これ

を更新すること」とありますが、①この保険

は契約期間の経過とともに保証金額が逓減

する通常の動産総合保険と認識してよろし

いでしょうか。また今回契約期間は５年とあ

りますが、②もし５年を超え貴市が再リース

を選択した場合には上記保険は対象外とな

るものと認識してよろしいでしょうか。 

 

・本件契約のリース料金のお支払いは当月分

を翌月末に頂くという認識でよろしいでし

ょうか。 

 

・本件契約は建業法等に抵触する工事は含ま

れないものと認識してよろしいでしょうか。 

 

・本件契約物件は MDM サービスの提供を受け

るものではないという認識でよろしいでし

ょうか。仮に MDM サービスの提供を受ける場

合、貴市の責任において物件を弊社にご返却

頂くまでに MDM の「端末 ID」を削除し、MDM

へのアクセス権を消去したうえで MDMの管理

対象外として頂けるものと認識してよろし

いでしょうか。なお、貴市で「端末ⅠD」の

削除をされない場合、リース会社はその責を

負わないものと認識してよろしいでしょう

か。 

 

・本件契約においてリース会社は完成物の賃

貸借業務を行うのみで、物件の調達期限を含

めた納入等に係る一連の業務は調達業者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ご認識の通りです。 

 

 

 

・ご認識の通りです。 

 

 

・本件契約物件は MDM サービスの提供を受け

るものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・佐野市賃貸借契約約款（長期継続契約・３

者）規定に基づき、賃貸人又は受注者の責任

となります。 



責任で担うものと認識してよろしいでしょ

うか。 

 

・本件契約の履行場所は「佐野市デジタル推

進課で数量 390 台を調達」とありますが、当

該端末はすべてデジタル推進課 1か所でのご

使用となりますでしょうか。もし履行(端末

設置)場所が複数にわたる場合には具体的な

設置場所とそこで使用する端末の数量内訳

をお教えいただけますでしょうか。 

 

 

 

 

・使用場所は佐野市の所管する施設全てとな

ります。各設置場所での内訳につきましては

未定です。 

 

 

 

 

（注） 

   ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。 



別記様式第３号（第８条関係） 

 

質疑応答書  

令和７年７月１１日  

 

入札件名 令和７年度導入ノートＰＣリース契約 

 

質 問 事 項 回 答 

【質問】仕様書 7.キッティングに記載の「な

お、作業場所、作業期問や、詳細なキッティ

ング内容については別途指示するものとす

る。」 という文言について、下記の通り質問

させてください。 

 

・別途指示するとされている「詳細なキッテ

ィング内容」とは「仕様書 7.キッティング」

に記載されているものについての詳細とい

う意珠でしょうか。もしくは、「仕様書 7. キ

ッティング」に記載されていないものも合ま

れるのでしょうか。 

 

・上記で「仕様書 7 キッティング」に記載さ

れていないものが含まれる場合は、その詳細

やボリュームについて事前に提示していた

だくことはできますが。 

 

・作業場所についてですが、佐野市庁舎内か、

それ以外の場所かを事前に提示していただ

くことはできますか。 

 

 

 

 

 

 

 

・「仕様書 7.キッティング」に記載されている

内容の詳細となります。 

 

 

 

 

 

・「仕様書 7.キッティング」に記載の内容以外

は作業内容に含まれません。 

 

 

 

・作業場所は佐野市庁舎内を予定しておりま

す。 

 

 



・キッティング作業場所の広さについて、机

上にどの程度の台数のパソコンを並べて作

業することができますか。 

 

・キッティング作業期間の目安について、最

大で何日程度の作業期間をご猶予いただけ

ますか。 

 

【質問】OS アップデートを指定台数分実施す

る場合の作業時間に関わる点について下記の

通り質問させてください。 

 

・作業場所に複数台の端末に対する同時 OS ア

ップデートに対応するための管理サーパーや

関連サービス（WSUS 等）はご導入されており

ますでしょうか。もし導入済みであれば、そ

の詳細な情報をご提示ください。 

 

・【令和 5 年度導入ノート PC リース契約】で

実施された 440台の OSのアップデートについ

て、具体的な実施方法および想定時間を共有

していただけますか。 

 

 

 

・作業場所のインターネット回線の種類は、

回線数、契約帯域をご提示いただけますか。 

 

 

【質問】導入対象となる PC の保管責任は、ど

の時点で当社から佐野市様に移りますか。た

・作業場所の広さは 15 ㎡程度となります。机

上に展開可能な PC は 8 台程度となります。 

 

 

・作業期間の目安は概ね４週間以内です。 

 

 

 

 

 

 

 

・導入しておりません。 

 

 

 

 

 

・【令和 5 年度導入ノート PC リース契約】の

OS アップデート作業につきましては各 PCを

インターネット回線に繋ぎ、アップデート作

業を行いました。作業時間は全体で 4週間以

内を想定しておりますが、アップデートに限

定した作業時間の想定はありません。 

 

・作業場所のインターネット回線につきまし

て、種類は光回線、回線数は 1 回線、帯域は

1Gbps（ベストエフォート）となります。 

 

・保管の管理責任はキッティング作業完了後

の引き渡し時から佐野市に移ります。 



とえば、キッティング作業期間が２週間だっ

た場合、作業場所を佐野市役所様が提供され

ているため、佐野市役所様が管理される場所

に２週間 PCが保管されている状態になると考

えます。したがって、佐野市役所様が提示す

る作業場所に PCが納品された時点と考えます

が、この判断で正しいでしょうか。 

（注） 

   ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。 


